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熊本市情報公開・個人情報保護審議会条例（平成１５年条例第１１号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 

 （趣旨） （設置） 

第１条 この条例は、熊本市情報公開・個人情報保護審議会の設置及び組織並

びに調査審議等の手続等について定めるものとする。 

第１条 本市における情報公開制度及び個人情報保護制度（以下これらを「制

度」という。）の適正な運営を図るため、熊本市情報公開・個人情報保護審

議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 諮問庁 次条第１号から第４号までに規定する諮問をした市の機関を

いう。 

(1) 諮問庁 次に掲げるものをいう。 

ア 熊本市情報公開条例（平成１０年条例第３３号。以下「情報公開条例」

という。）第２条第１号の実施機関で、同条例第１８条第１項の規定に

より審議会に諮問をしたもの 

イ 熊本市個人情報保護条例（平成１３年条例第４３号。以下「個人情報

保護条例」という。）第２条第２号の実施機関で、同条例第２８条第１

項の規定により審議会に諮問をしたもの 

(2) 文書等 熊本市情報公開条例（平成１０年条例第３３号。以下「情報公

開条例」という。）第２条第２号の文書等で、情報公開条例第１２条第１

項の開示等の決定に係るものをいう。 

(2) 文書等 情報公開条例第２条第２号の文書等で、同条例第１２条第１項

に規定する開示等の決定に係るものをいう。 

(3) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号。以下「個人情報保護法」という。）第７８条第１項第４号に規定する

開示決定等、第９４条第１項に規定する訂正決定等若しくは第１０２条第

１項に規定する利用停止決定等に係る個人情報保護法第６０条第１項に規

定する保有個人情報又は熊本市議会の個人情報の保護に関する条例（令和

４年条例第  号。以下「議会個人情報保護条例」という。）第２０条第

５号アに規定する開示決定等、第３５条第１項に規定する訂正決定等若し

くは第４２条第1項に規定する利用停止決定等に係る議会個人情報保護条

例第２条第４項に規定する保有個人情報をいう。 

(3) 個人情報 個人情報保護条例第２条第１号の個人情報で、同条例第１８

条第１項、第２３条第１項又は第２７条第１項の規定による決定に係るも

のをいう。 
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（設置） （所掌事務） 

第３条 次に掲げる事務を行うため、市に、熊本市情報公開・個人情報保護審

議会（以下「審議会」という。）を置く。 

(1) 情報公開条例第１８条第１項の規定による諮問に応じ審査請求につい

て調査審議すること。 

(2) 個人情報保護法第１０５条第３項において準用する同条第１項の規定

による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。 

(3) 議会個人情報保護条例第４５条第１項の規定による諮問に応じ審査請

求について調査審議すること。 

(4) 熊本市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第  号）

第７条又は議会個人情報保護条例第５０条の規定による諮問に応じ調査審

議すること。 

(5) 特定個人情報保護評価に関する規則（平成２６年特定個人情報保護委員

会規則第１号）第７条第４項の規定による意見聴取に応じ調査審議するこ

と。 

(6) 情報公開制度又は個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、

市の機関に建議すること。 

第３条 審議会は、情報公開条例及び個人情報保護条例によりその権限に属せ

られた事項について、諮問に応じて調査審議を行い、その結果を答申し、又

は報告に対して意見を述べることができる。 

２ 審議会は、制度の運営に関する重要事項について、実施機関に建議するこ

とができる。 

３ 審議会は、特定個人情報保護評価に関する規則（平成２６年特定個人情報

保護委員会規則第１号）第７条第４項の規定により意見を述べることができ

る。 

（組織） （組織） 

第４条 審議会は、委員５人以内をもって組織する。 第４条 審議会は、委員５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度について識見を有する者のう

ちから、市長が委嘱する。 

２ 委員は、制度              について識見を有する者のう

ちから、市長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 ３ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 ４ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。 

５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。 

【削除】 ６ 審議会の会議は、公開しない。ただし、審議会が必要があると認めるとき

は、この限りでない。 

（部会） （部会） 
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第７条 審議会に、第３条第５号に掲げる 事務を処理するための特定個人情

報保護評価専門部会その他の規則で定める部会を置くことができる。 

第７条 審議会に、第３条第３項に規定する事務を処理するための特定個人情

報保護評価専門部会その他の規則で定める部会を置くことができる。 

２ 部会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。 ２ 部会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。 

３ 専門委員は、市長が委嘱し、その任期は、市長がその都度定めるものとす

る。 

３ 専門委員は、市長が委嘱し、その任期は、市長がその都度定めるものとす

る。 

４ 部会は、会長が指名する委員及び専門委員をもって組織する。 ４ 部会は、会長が指名する委員及び専門委員をもって組織する。 

５ 部会の委員（専門委員を含む。）の定数は、規則で定める。 ５ 部会の委員（専門委員を含む。）の定数は、規則で定める。 

６ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する。 ６ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する。 

７ 審議会は、その定めるところにより、部会の決定をもって審議会の決定と

することができる。この場合において、部会長は、審議会に決定内容を報告

するものとする。 

７ 審議会は、その定めるところにより、部会の決定をもって審議会の決定と

することができる。この場合において、部会長は、審議会に決定内容を報告

するものとする。 

８ 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中

「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「委員及び専門委員」

とする。 

８ 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中

「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「委員及び専門委員」

とする。 

（情報公開条例に基づく開示等の決定等に関する審査請求に係る調査権限） （審議会の調査権限）                        

第８条 審議会は、第３条第１号に規定する審査請求についての審議のために

必要があると認めるときは、諮問庁に対し、文書等      の提示を求

めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示

された文書等      の開示を求めることができない。 

第８条 審議会は、                          

必要があると認めるときは、諮問庁に対し、文書等又は個人情報の提示を求

めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示

された文書等又は個人情報の開示を求めることができない。 

２ 諮問庁は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒ん

ではならない。 

２ 諮問庁は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒ん

ではならない。 

３ 審議会は、第１項に規定する審議のために必要があると認めるときは、諮

問庁に対し、文書等に記録されている情報               

の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理をした資料を作成し、審

議会に提出するよう求めることができる。 

３ 審議会は、              必要があると認めるときは、諮

問庁に対し、文書等に記録されている情報又は個人情報に含まれている情報

の内容を審議会の指定する方法により分類又は整理をした資料を作成し、審

議会に提出するよう求めることができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審議会は、第３条第１号に規定する

審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人（行政不服審査法（平成２６

年法律第６８号）第１３条第４項に規定する参加人をいう。以下同じ。）又

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審議会は、           

審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人（行政不服審査法（平成２６

年法律第６８号）第１３条第４項に規定する参加人をいう。以下同じ。）又
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は諮問庁（以下「審査請求人等」という。）に意見書又は資料の提出を求め

ること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求め

ることその他必要な調査をすることができる。 

は諮問庁（以下「審査請求人等」という。）に意見書又は資料の提出を求め

ること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定 を求め

ることその他必要な調査をすることができる。 

（意見の陳述） （意見の陳述） 

第９条 審議会は、審査請求人等（第３条第１号に規定する審査請求に係る事

件に関するものに限る。以下第１２条までにおいて同じ。）から申立てがあ

ったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければな

らない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでな

い。 

第９条 審議会は、審査請求人等                    

                           から申立てがあ

ったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければな

らない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでな

い。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得

て、補佐人とともに出頭することができる。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審議会の許可を得

て、補佐人とともに出頭することができる。 

（委員による調査手続） （委員による調査手続） 

第11条 審議会は、第３条第１号に規定する審査請求についての審議のために

必要があると認めるときは、その指名する委員に、第８条第１項の規定によ

り提示された文書等        を閲覧させ、同条第４項の規定による

調査をさせ、又は第９条第１項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述

を聴かせることができる。 

第11条 審議会は、                          

必要があると認めるときは、その指名する委員に、第８条第１項の規定によ

り提示された文書等若しくは個人情報を閲覧させ、同条第４項の規定による

調査をさせ、又は第９条第１項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述

を聴かせることができる。 

（調査審議手続の非公開） （調査審議手続の非公開） 

第13条 第３条第１号に規定する審査請求について審議会が行う調査審議の手

続は、公開しない。 

第13条 審議会の                   行う調査審議の手

続は、公開しない。 

（答申書の送付等） （答申書の送付等） 

第14条 審議会は、第３条第１号に規定する諮問に対する答申をしたときは、

答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公

表するものとする。 

第14条 審議会は、           諮問に対する答申をしたときは、

答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公

表するものとする。 

（個人情報保護法に基づく開示決定等に関する審査請求に係る調査審議の手

続） 

 

第15条 行政不服審査法第８１条第３項において準用する同法第５章第１節第

２款に定めるもののほか、第３条第２号に規定する審査請求についての調査

【新設】 
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審議の手続については、第８条（第４項を除く。）、第１１条、第１２条第

１項及び第３項並びに第１３条の規定を準用する。この場合において、次の

表の左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げ

る字句に読み替えるものとする。 

第8条第1項 文書等 保有個人情報 

第8条第3項 文書等に記録されている情

報 

保有個人情報に含まれてい

る情報 

第11条 文書等を閲覧させ、同条第4

項の規定による調査をさ

せ、又は第9条第1項本文の

規定による審査請求人等の

意見の陳述を聴かせること

ができる。 

保有個人情報を閲覧させる

ことができる。 

第12条第1項 第8条第3項若しくは第4項

又は第10条の規定による意

見書又は資料 

第8条第3項に規定する資料

又は個人情報保護法第106

条第2項の規定により読み

替えて適用される行政不服

審査法第81条第3項におい

て準用する同法第74条若し

くは同項において準用する

同法第76条の規定による主

張書面若しくは資料（以下

単に「資料」という。） 

当該意見書又は資料 当該資料 

この項及び次項 この項 

第12条第3項 送付をし、又は前項の規定

による閲覧をさせようと 

送付をしようと 

送付又は閲覧 送付 

意見書又は資料 資料 
 

（議会個人情報保護条例に基づく開示決定等に関する審査請求に係る調査審

議の手続等） 
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第16条 第３条第３号に規定する審査請求についての調査審議の手続等につい

ては、第８条から第１４条までの規定を準用する。この場合において、第８

条第１項及び第１１条の規定中「文書等」とあるのは「保有個人情報」と、

第８条第３項の規定中「文書等に記録されている情報」とあるのは「保有個

人情報に含まれている情報」と読み替えるものとする。 

【新設】 

（個人情報の適正な取扱いに関する諮問に係る調査審議の手続等）  

第17条 第３条第４号に規定する諮問についての調査審議の手続等について

は、第１３条及び第１４条の規定を準用する。この場合において、第１３条

の規定中「公開しない。」とあるのは「公開しない。ただし、審議会が必要

があると認めるときは、この限りでない。」と、第１４条の規定中「答申書

の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の」とあるのは「答

申の」と読み替えるものとする。 

【新設】 

（特定個人情報保護評価に関する意見聴取に係る調査審議の手続等）  

第18条 第３条第５号に規定する意見聴取についての調査審議の手続について

は、第１３条の規定を準用する。 

【新設】 

２ 審議会は、第３条第５号に規定する意見聴取への回答をしたときは、その

内容を公表するものとする。 

 

（情報公開制度又は個人情報保護制度に関する建議に係る調査審議の手続

等） 

 

第19条 第３条第６号に規定する建議についての調査審議の手続については、

第１３条の規定を準用する。この場合において、第１３条の規定中「公開し

ない。」とあるのは、「公開しない。ただし、審議会が必要があると認める

ときは、この限りでない。」と読み替えるものとする。 

【新設】 

２ 審議会は、第３条第６号に規定する建議をしたときは、その内容を公表す

るものとする。 

 

（庶務） （庶務） 

第20条 審議会の庶務は、総務局において行う。 第15条 審議会の庶務は、総務局において行う。 

（委任） （委任） 
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第21条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会

長が審議会に諮って別に定める。 

第16条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会

長が審議会に諮って別に定める。 

（罰則） （罰則） 

第22条 第４条第５項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役

又は５０万円以下の罰金に処する。 

第17条 第４条第５項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役

又は５０万円以下の罰金に処する。 

   附 則 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前にされた個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例（令和４年条例第  号）第１条の規定による廃止

前の熊本市個人情報保護条例（平成１３年条例第４３号）の規定による開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る決定又はこれらの請求に係る不作為につ

いての審査請求に係る熊本市情報公開・個人情報保護審議会の調査審議等については、なお従前の例による。 

 


